
総 務 経 済 委 員 会 

 

令 和 ７ 年 1 2 月 1 8 日 

予算決算委員会総務経済分科会終了後開議 

３ ０ １ 会 議 室 

 

 

付 託 案 件 審 査 

 

１ 議案第 146号 加賀市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条 

例の一部改正について 

 

２ 議案第 147号 加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の 

一部改正について 

 

３ 議案第 148号 加賀市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に 

ついて 

 

４ 議案第 149号 加賀市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

５ 議案第 150号 加賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部 

         改正について 

 

６ 議案第 151号 加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部改正 

         について 
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令和７年人事院勧告に伴う条例改正について 

 

　議案第 146 号　加賀市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改

正について 

　（主な改正点） 

　　〇 特定任期付職員の給料表の改正（全ての号給で引上げ） 

　　〇 特定任期付職員の賞与（期末手当、勤勉手当）の支給率の改正 

　　　（年間 3.65 か月分→3.7 か月分） 

　　　 施行日　公布の日（令和 7年 4月 1日から適用） 

　 

　議案第 147 号　加賀市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついて 

　（主な改正点） 

　　〇 市議会議員の期末手当の支給率の改正（年間 3.45 か月分→3.5 か月分） 

　　　 施行日　公布の日（令和 7年 4月 1日から適用） 

　 

　議案第 148 号　加賀市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

　（主な改正点） 

　　〇 常勤の特別職の期末手当の支給率の改正（年間 3.45 か月分→3.5 か月分） 

　　　 施行日　公布の日（令和 7年 4月 1日から適用） 

　 

　議案第 149 号　加賀市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

　（主な改正点） 

　　〇 給料表の改正 

　　　（初任給及び若年層を中心に、全階層の給料月額を引上げ。平均改定率 3.12%） 

　　○ 第 2種初任給調整手当の新設 

　　　（地域別最低賃金相当額を下回らない給与水準確保のための手当） 

　　〇 自動車等使用者に対する通勤手当の改正（使用距離に応じた引上げ） 

　　〇 賞与の支給率の改正（年間 4.6 か月分→4.65 か月分） 

　　　 施行日　公布の日（令和 7年 4月 1日から適用） 

　　　　　　　 ※第 2種初任給調整手当に係る規定は令和 8年 4月 1日から施行 
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　議案第 150 号　加賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に

ついて 

　（主な改正点） 

　　○ 第 2種初任給調整手当の新設 

　　　 施行日　令和 8年 4月 1日 

　 

　議案第 151 号　加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部改正につい

て 

　（主な改正点） 

　　○ 第 2種初任給調整手当の新設 

　　　 施行日　公布の日 

　　　　　　　 ※第 2種初任給調整手当に係る規定は令和 8年 4月 1日から施行


